
                       

  

制定 平成２２年６月９日 会長決定 

改正 令和 ５年９月１日 会長決定 

改正 令和 ６年４月４日 会長決定 

 

京都市情報公開・個人情報保護審議会運営要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、京都市情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則（以下「規則」という。）

第６条の規定に基づき、京都市情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）の運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（部会） 

第２条 京都市情報公開・個人情報保護審議会条例（以下「条例」という。）第７条第１項に規定

する合議体（以下「部会」という。）として、２又は３の部会を置く。 

２ 審議会の会長（以下「会長」という。）は、規則第１条第１号に規定する合議体の長（以下「部

会長」という。）の指名の他、各部会を構成する委員を指名する。ただし、同一の委員が複数の部

会に所属することを妨げない。 

 

（オンライン会議システムの方法による出席） 

第３条 会長は、必要があると認めるときは、委員に対して、ネットワーク機器等の接続による

オンライン会議システム（発言等の情報伝達の双方向性及び即時性並びに非公開で実施する審

議会においては審議の非公開性が確保されているものに限る。以下同じ。）による審議会への出

席を認めることができる。この場合、オンライン会議システムの方法による審議会への参加を

もって、当該委員は審議会に出席したものとみなす。 

２ 前項の規定は、部会への出席において準用する。この場合、「会長」は「部会長」、「審議会」

は「部会」と読み替える。 

 

（事案の配分等） 

第４条 条例第１条各号に掲げる行為は、部会で行う。ただし、会長は、必要があると認めると

きは、当該行為を審議会において行うことができる。 

２ 会長は、条例第１条第１号、第２号及び第３号の規定に基づく諮問を受けたときは、事案ご

とに調査し、及び審議する部会を定める。また、同条第７号の規定に基づく諮問を受けたとき

は、事案ごとに調査し、及び審議するとともに、審理手続を行う部会を定める。 

３ 会長は、事案を取り扱う部会を変更する必要があると認めるときは、各部会の部会長の意見

を聴いて、当該事案を取り扱う部会を変更することができる。 

４ 部会長は、当該部会に係属している事案について、特に審議会において行う必要があると認

めるときは、直ちにその旨を会長に申し出なければならない。 

 

（決議） 



                       

  

第５条 部会が答申に関する決議を行った場合には、その決議をもって審議会の決議とする。 

 

（調査等） 

第６条 審議会は、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）第１０５条

第３項において準用する同条第１項、京都市情報公開条例（以下「情報公開条例」という。）第

１８条第１項又は京都市個人情報保護条例（以下「個人情報保護条例」という。）第６２条第１

項の規定により諮問を受けたときは、諮問庁に対し、次に掲げる書面の提出等を求める。 

 ⑴ 公文書公開請求書又は保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書若しくは保有個

人情報利用停止請求書の写し 

 ⑵ 処分についての審査請求にあっては、公文書公開決定等に係る通知書又は保有個人情報全

部開示決定等、保有個人情報訂正決定等若しくは保有個人情報利用停止決定等に係る通知書

の写し 

 ⑶ 審査請求書の写し 

 ⑷ 条例第８条第１項に規定する対象公文書。ただし、当該対象公文書の提示を求める場合に

おいて、当該対象公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理

由があるときは、その写しの提示を求めるものとする。 

 ⑸ 個人情報保護法第８６条第３項、情報公開条例第１３条第３項又は個人情報保護条例第４

４条第３項に規定する反対意見書が提出されたときは、その写し 

２ 審議会は、対象公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて、口頭

又は文書により、当該第三者から意見を聴取することができる。 

３ 審議会は、事案の内容に応じ所要の書類の提出及び諮問を行った実施機関の職員の出席を求

めることができる。 

 

（審議会への報告） 

第７条 審議会は、条例第１条各号に掲げる行為を実施するため、次に掲げる事項の報告を受け

ることができる。 

⑴ 個人情報ファイル簿の作成状況 

⑵ 個人情報取扱事務の帳簿に係る開始届等の状況 

⑶ 公文書公開請求及び開示請求等の処理状況 

⑷ 行政機関等匿名加工情報の応募及び提供の状況 

⑸ 前各号に定めるもののほか、会長から求めのあった事項 

 

（会議録） 

第８条 審議会は、次の事項を記載した会議録を作成する。 

 ⑴ 会議の日時及び場所 

 ⑵ 出席者の氏名 

 ⑶ 会議に付した事案の件名 

 ⑷ 議事の概要 

 ⑸ その他必要な事項 



                       

  

２ 審議会の会議録は、公開しない。ただし、会長が公開に支障がないと認めるときは、この限

りでない。 

 

（準用） 

第９条 部会が調査等を行う場合においては、条例第８条から第１１条までの規定及び前３条中

「審議会」とあるのは「部会」と読み替える。 

 

（委任） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 


